
 

 

倒壊などのおそれのある危険な住宅などの空き家を除却する所有者などに対し、その費用の 

一部を補助する制度を実施しています。 
 

・申請受付期間：令和7年５月７日(水)～令和7年１２月19日(金) 
※役場開庁日時に伴う 
※期間中であっても予算上限に達し次第締め切り 
 

  ・申請受付場所：有田川町役場吉備庁舎２階 建設課 または清水行政局２階 建設環境室 

 

１．補助の対象となる空き家 

   次の条件を満たす必要があります。なお、「不良空家」の認定を受ける必要がありますので、事前に 

「不良空家認定申請」を行ってください。 

２．補助金の額 

３．補助対象者 

４．補助対象工事 

５．補助金交付の条件 

 
 

申請には上記の他にも諸条件がございますので、詳しくは下記までお問い合わせください。 

●相談・お問い合わせ先● 
有田川町役場吉備庁舎 建設課 都市整備班 

電話 ０７３７－５２－２１１１（代表） 
土日祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

 不良空家認定申請時において使用がなされなくなった日から概ね１年を経過しているもの 

 居住の用に供する建築物又はその床面積の２分の１以上が居住の用に供されていたもの 

 有田川町が定める不良空家の判定基準で評点が100点以上となるもの 

 周辺建築物や道路・水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしている又は及ぼす恐れがあるもの 

 個人が所有するもの 

 空き家の所有者又は相続人 

 空き家の所有者から除却の同意が得られている土地所有者 

有田川町不良空家除却補助金のご案内 

 補助対象者が発注する除却工事であること 

 有田川町内に本店を有する建設業者又は解体工事業者に請け負わせるもの 

 対象建築物及びその敷地内に存する全ての工作物等を除却するもの 

 補助金の交付決定後に着手するもの 

 補助金の交付決定の通知を受けた日から 90 日以内に着手すること 

 令和 8 年 2 月 28 日(土)までに工事を完了すること 

 除却後の跡地について適切な管理を行うこと 

不良空家の除却費用（家財道具、門、塀、機械、車両等の処分に係るものなどを除く）または国が定め

る標準除却費のいずれか少ない方の金額に、３分の２を乗じた額（上限 50 万円）。 


